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号機 － 

件名 3 号機原子炉建屋屋上(非管理区域)におけるけが人の発生について 

不適合の 

概要 

 

2016 年 8 月 5 日午後 4 時 30 分頃、3 号機原子炉建屋屋上(非管理区域)にて、資材の

片付け作業に従事していた協力企業作業員が、後ろを振り向きながら移動した際にパイ

プ製の区画に右足をひっかけて転倒し、屋上床面に手をついて左腕を負傷したため、  

午後 4 時 59 分に救急車を要請しました。 

 

 

3 号機原子炉建屋屋上（非管理区域） 

 

 

安全上の重

要度／損傷

の程度 

＜安全上の重要度＞ 

 
安全上重要な機器等 ／ その他 

＜損傷の程度＞ 

□ 法令報告要 
■ 法令報告不要 
□ 調査・検討中 

対応状況 

 

病院における診察の結果、『左肘側
そく

副靭帯
ふくじんたい

損傷』と診断されました。 

 

今回の事例を踏まえ、発電所関係者に周知し注意喚起を行うとともに、再発防止に  

努めてまいります。 
 

 

足をひっかけた

箇所 

パイプ製の区画 
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